
 

重要事項説明標準様式 

 

  年  月  日 

 

   

  発注者    様 

 

 

                    住  所 

 

                    会 社 名 

 

                    代表者名 

 

 

建築士法第２４条の７に基づく重要事項の説明について 

 

（ 業  務  名 ）業務について、建築士法第２４条の７に基づき下記のとお

り重要事項を説明します。 

 ただし、本説明書と当該業務契約図書との間に相違がある場合は、当該業務契約

図書を優先するものとします。 

 

記 

 

【施行規則第22条の2の2、第17条の38第1項第1号～第3号関係】 

建築士事務所の名称  

建築士事務所の所在地  

開設者氏名  

（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名） 

対象となる建築物の概要  

 

【法第24条の7第1項第1号関係】 

作成する設計図書の種類  

※設計受託契約の場合。 

【法第24条の7第1項第2号関係】 

工事と設計図書との照合

の方法及び工事監理の実

施の状況に関する報告の

方法 

 

※工事監理受託契約の場合。 



 

【施行規則第22条の2の2、第17条の38第1項第6号関係】 

設計（工事監理）の一部を委託する予定 ：□あり □なし 

（「あり」の場合は次の委託する業務の概要及び委託先を記載する。） 

委託する業務の概要  

建築士事務所の名称  

建築士事務所の所在地  

開設者氏名  

（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名） 

 

【法第24条の7第1項第3号関係】【施行規則第22条の2の2、第17条の38第1項第4号、第5号関係】 

設計（工事監理）に従事することとなる建築士・建築設備士 

【氏名】： 

【資格】：（      ）建築士   【登録番号】           

【氏名】： 

【資格】：（      ）建築士   【登録番号】           

（建築設備の設計に関し意見を聞く者） 

【氏名】： 

【資格】：（      ）設備士   【登録番号】           

     （      ）建築士 

＊ 平成21年5月27日以降に設計に必要となる構造設計及び設備設計一級建築士が関与する場合は、その氏名及 

 び資格についても記載する。 

＊ 元請けの建築士事務所に所属する建築士等（記名・押印を行う者）について記載する。 

 

【法第24条の7第1項第4号関係】 

報酬の額  

支払の時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法第24条の7第1項第5号関係】 

契約の解除に関する事項  

 


